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９．４から８までに掲げる事業及び措置と総合的かつ一体的推進に

関する事項

〔１〕掛川市の推進体制の整備等

（１）掛川市における内部の推進体制

掛川市中心市街地活性化基本計画の策定及び進行管理を行うとともに、中心市街地活

性化施策の重要案件について、まちづくり業務に係る担当部課の連携により総合的な協

議・調整を行い、中心市街地活性化基本計画の円滑で効率的な推進を図ることを目的に、

庁内連携組織として平成 18 年に「新まちづくり計画プロジェクト会議」を設置した。

また、商業者、事業者、市民、関係団体、行政が協働して活性化事業に取り組むため

平成 19 年１月に「掛川市中心市街地活性化協議会」を設置した。

①中心市街地活性化推進に係る担当の設置

本市では中心市街地の活性化を図るため、経済建設部都市整備課を中心に関係各課に

おいて政策事業を実施してきた。

■街なか再生係の要員

所 属 要員数・役割

経済建設部都市整備課 ３名

②庁内の政策決定

中心市街地活性化の総合的かつ一体的な推進を図るため庁内に「新まちづくり計画プ

ロジェクト会議」を組織し基本計画の検討及び連絡調整を行った。

また、計画策定後は中心市街地活性化協議会に点検結果報告するため、中間時に報告

会を開催し協議改善を図っていく。このようなＰ（計画）・Ｄ（実行）・Ｃ（点検）・Ａ（改

善）サイクルの進行管理を行い継続的な改善を図るものとする。

■新まちづくり計画プロジェクト会議

年月日 会議名・議題等

平成 18 年６月 14 日

会議名：第１回新まちづくり計画プロジェクト会議

議題：中心市街地活性化法改正の概要と今後の取り組みに

ついて

平成 18 年７月 14 日
会議名：第２回新まちづくり計画プロジェクト会議

議題：基本計画区域の設定と関連事業抽出

平成 18 年９月 11 日
会議名：新まちづくり計画プロジェクト会議作業部会

議題：上位計画との整合、関連事業の抽出

平成 19 年１月 12 日
会議名：第３回新まちづくり計画プロジェクト会議

議題：基本計画書の内容検討

平成 19 年６月 11 日
会議名：第１回新まちづくり計画プロジェクト会議

議題：再開発事業（関連事業）における公共床利用計画
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■新まちづくり計画プロジェクト会議

年月日 会議名・議題等

平成 19 年７月６日
会議名：第１回新まちづくり計画プロジェクト作業部会

議題：再開発事業における公共床利用計画

平成 19 年７月 17 日
会議名：第２回新まちづくり計画プロジェクト作業部会

議題：再開発事業における公共床利用計画

平成 19 年８月 22 日
会議名：第２回新まちづくり計画プロジェクト会議

議題：再開発事業における公共床利用計画の検討

■掛川市「新まちづくり計画プロジェクト会議」委員会名簿

区 分 所 属・役 職

委 員 長 市長

副 委 員 長 副市長

委 員

理事兼企画総務部長

交通防災課長

企画調整課長

地域振興課長

ＩＴ政策課長

福祉課長

商工労働観光課長

建築住宅課長

幼児教育課長

生涯教育課長

事 務 局

経済建設部長

経済建設部次長兼都市整備課長

区画整理室長

街なか再生係長

経済建設部調整室長
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（２）掛川市議会における中心市街地活性化に関する審議又は討議の内容

■掛川市議会における検討経過

年 月 日 審議・討議の内容

平成 19 年５月 18 日

（経済建設常任委員会）

議題：中心市街地活性化基本計画策定について

質問：策定の意義

答弁要旨：中心市街地の衰退は、市全体の消長に直接関

わってくることである。よって、市としても、中心市街

地活性化は非常に重要な問題であると考えている。今回

の街づくり三法の改正により、基本計画を策定し期間と

目標を数値化しＰＤＣＡサイクルで計画的に進めるこ

とに意義がある。

平成 19 年５月 22 日

（全員協議会）

議題：中心市街地活性化基本計画策定について

質問：目標値や事業の選定について

答弁要旨：中心市街地の現状を把握するため、概ね 10

年前から現在までの様々なデータの収集分析を行った。

それにより、中心市街地活性化に必要な要因を割り出

し、目標値を設定することとしている。また事業につい

ては、目標値達成のための手段として、今後５年をめど

に事業化できるものを掲載していく。

平成 19 年６月 12 日

（総合計画・駅前再開発問

題等特別委員会）

議題：掛川駅前東街区再開発事業について

質問：中心市街地の活性化と再開発事業の関連について

答弁要旨：中心市街地の現状（人口、商業統計等）から

中心市街地の衰退がわかる。再開発事業は、居住人口の

増加、商業の活性化、公共施設の設置等を目的としてお

り中心市街地活性化に寄与するものと考えている。

平成 19 年７月９日

（総合計画・駅前再開発問

題等特別委員会）

議題：掛川駅前東街区再開発事業について

質問：再開発事業の実現性についてどう考えるか

地権者からの意見聴取

答弁要旨：地権者、民間事業者、行政が一体となって取

り組むことにより、よりよいものができると考えてい

る。民間の持つ資金力、ノウハウを最大限に生かすこと

が有効である。平成 22 年３月開港予定の富士山静岡空

港から一番近い新幹線駅であり、この土地の潜在的なポ

テンシャルは高いと考えている。再開発事業は中心市街

地の核となる施設であり、活性化に寄与すると考えられ

る。
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■掛川市議会における検討経過

年 月 日 審議・討議の内容

平成 19 年８月１日

（総合計画・駅前再開発問

題等特別委員会）

議題：中心市街地の公共施設について

質問：中心市街地へどのような公共施設を設置すること

が望ましいと考えるか。

答弁要旨：中心市街地へ市民が訪れるために、要望のあ

るものをと考えている。市民アンケートでは、市民活動

支援関連、男女共同参画関連、IT 情報関連施設、福祉

関連等となっている。現在、再開発事業内の公共施設に

ついては、市民活動支援センター、IT 情報関連施設、

身障者作業所（喫茶店）を考えている。市民の希望があ

るもので、再開発ビルに収まらないものについては、空

き店舗等を有効に活用していくことも視野に入れてい

る。

平成 19 年９月５日

（総合計画・駅前再開発問

題等特別委員会）

議題：中心市街地活性化基本計画の概要について

質問：基本計画の運用について

答弁要旨：中心市街地活性化協議会を設置し、計画の進

捗等についてチェックをし、PDCA サイクルによって運

用していく予定である。また、数値目標についても、調

査し更に中間報告を行うようになっている。これによ

り、計画を実効性のあるものとする。

平成 19 年 10 月 22 日

（総合計画・駅前再開発問

題等特別委員会）

議題：準工業地域における大規模集客施設の立地制限に

ついて

質問：制限をすることによって問題点は発生しないか

答弁要旨：今回規制を受ける準工業、７地域で 10,000

㎡以上取れる地域は実際にはない。今回の規制による反

対意見はなく、むしろ、郊外への出店を規制することで、

中心市街地活性化へ寄与すると考えられる。

平成 19 年 11 月６日

（総合計画・駅前再開発問

題等特別委員会）

議題：再開発事業について提言

要旨：中心市街地の衰退は著しく、市としても取り組ま

なければならない大きな問題である。再開発事業は、中

心市街地の衰退をとめる一つの方法として、また今後の

事業の起爆剤として必要と考える。
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■掛川市議会における検討経過

年 月 日 審議・討議の内容

平成 19 年 12 月 12 日

（総合計画・駅前再開発問

題等特別委員会）

議題：再開発事業内の公共施設について

質問：再開発事業内の公共施設のあり方について

答弁要旨：施設の用途を限定せず、他用途で使用できる

ものが望ましいと考える。広いスペースを確保し、使用

目的に合わせて区切ることができるようなものがよい

のではないか。

中心市街地を活性化するためには、市民が使いやすいこ

とが前提であり、中心市街地活性化に寄与すると考え

る。

平成 20 年２月 15 日

（総合計画・駅前再開発問

題等特別委員会）

議題：再開発事業内の公共施設のあり方について

意見： 市民が喜ぶ公共施設であり、なおかつ再開発ビ

ルに人が集まるということを前提に考えること。

会議室として一定の場所を確保しながらオープンにで

きる、会議もできることを検討する必要がある。

答弁要旨：多くの方が利用でき、又中心市街地の活性化

に寄与できるような用途を検討していく。

〔２〕掛川市中心市街地活性化協議会に関する事項

（１）組織の概要

掛川商工会議所とかけがわ街づくり㈱が共同設立者となり、平成 19 年１月 15 日、掛

川市中心市街地活性化協議会（以下、「協議会」という。）を設立した。

協議会は、法に基づく掛川市中心市街地活性化基本計画の実施にあたって必要な事項

について協議し、様々な主体が参画するまちづくりの運営を横断的、総合的に調整する

組織である。協議会の構成員は、商工会議所、まちづくり会社、行政、事業者、地権者、

住民、ＮＰＯ、ボランティア団体等、協議会の目的に賛同する関係者の参加によって活

動を行うこととしている。

（２）今後の検討事項

中心市街地活性化基本計画、認定基本計画及びその実施に関し必要な意見を提出する。

また、民間事業者が国の認定、支援を受けようとする事業計画に関しての協議を行う。

加えて、中心市街地活性化のための勉強会、研修会を行う。その他、中心市街地活性化

に係る活動の企画及び実施を行う。
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（３）法第 15 条第３項の規定の適合

インターネットにより、協議会を組織したときに、内閣府令・経済産業省令・国土交

通省令で定めるところによりその旨及び内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定め

る事項を公表している。

（４）法第 15 条第４項、第５項の規定の適合

協議会の構成員でない者からの申し出はない。

（５）構成員、所掌事項（役割）、開催経過に関する資料

①中心市街地活性化協議会構成員名簿

■掛川市中心市街地活性化協議会構成員名簿

団体名 根拠法令 役職等

掛川商工会議所 15 条第１項（商工会議所） 副会頭

かけがわ街づくり株式会社
15 条第１項

（市街地系まちづくり会社）

代表取締役

掛川市 15 条第４項（掛川市） 経済建設部長

掛川駅前東街区市街地再開発準

備組合

15 条第４項

（基本計画実施に密接な関係者）

副理事長

掛川商店連盟

15 条第４項

（商業活性化事業を行う者）

副会長

連雀商店街振興組合 理事長

中町商店街振興組合 理事長

掛川おかみさん会 代表

掛川タクシー(株)
15 条第４項（公共交通機関の利

便増進事業者）

取締役社長

中部電力(株)掛川営業者
15 条第４項

（居住環境向上事業者）

所長

掛川茶商協同組合

15 条第８項

（地域経済）

代表理事

掛川信用金庫 常務理事

掛川市消費者協会 会長

(社)静岡県建築士会小笠支部 支部長

掛川建設業協同組合 15 条第８項（開発・整備） 理事長

掛川市社会福祉協議会 15 条第８項（医療・福祉） 会長

(社)掛川シルバー人材センター 理事長

掛川市区長会連合会 15 条第８項

（環境・コミュニティ）

会長

ＮＰＯ法人スローライフ掛川 代表理事

オブザーバー

掛川警察署 15 条第８項（治安・防災）

静岡県産業部商業まちづくり室 15 条第８項（関係行政機関）
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②協議会の目的

掛川市中心市街地活性化基本計画の実効性を高め、中心市街地の活性化を図り、市勢

の発展に寄与する。

③協議会の役割

・まちづくりに関するアイデアや事業提案の受け皿

・事業提案等の具体化への検討、事業推進サポート

・関係者の横の連携と情報共有の場の形成

④開催状況

■開催状況

回数 年月日 議題 議事内容 議決状況

第１回 平成 19 年１月 15 日 協議会設立

・三法改正説明

・協議会の役割、規

約

承認

第２回 平成 19 年２月 22 日 先進地視察
・豊田市活性化協議

会

第３回 平成 19 年３月 19 日
街づくりフォー

ラム

・専門家による三法

改正と街づくり

事例説明

第４回 平成 19 年３月 20 日 研修会
・中小機構による街

づくり事例研修

第５回 平成 19 年３月 29 日
関係機関との情

報交換会

・経産局、中企庁、

中小機構との意

見交換

第６回 平成 19 年５月８日 平成19年度総会
・事業計画予算審議

・基本計画審議

承認

第７回 平成 19 年６月 19 日 基本計画の報告
・掛川市による基本

計画報告会

第８回 平成 19 年８月 27 日 基本計画の報告
・基本計画概要につ

いて

第９回 平成 19 年 11 月９日 全体会
・基本計画（案）の

意見書の提出

第 10回 平成 20 年３月６日

全体会

街づくりフォー

ラム

・中心市街地活性化

基本計画策定中

間報告

・まちづくりとは
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回数 年月日 議題 議事内容 議決状況

第 11回 平成 22 年２月 10 日 全体会
・基本計画変更につ

いて

第 12回 平成 22 年８月 26 日
全体会

県政ﾀｳﾝﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

・進捗状況報告

・意見交換会

第 13回 平成 23 年３月１日 全体会

・基本計画変更につ

いて

・進捗状況報告

第 14回 平成 23 年９月 30 日 全体会
・基本計画変更につ

いて

第 15回 平成 24 年３月７日 全体会
・進捗状況報告

・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟについて

第 16回 平成 24 年 11 月８日 全体会 ・進捗状況報告

第 17回 平成 25 年４月 18 日 全体会
・進捗状況報告

・ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟについて

第 18回 平成 25 年９月 11 日 全体会
・２期中活計画につ

いて

第 19回 平成 26 年１月 22 日 全体会

・１期中活計画の変

更、延長について

・２期
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（６）中心市街地活性化協議会による意見書

平成 19 年 11 月 27 日付で、中心市街地活性化に関する法律第 15 条第 9 項の規定に基

づき「掛川市中心市街地活性化基本計画(案)」に対する意見書が以下の内容で提出され

ました。

（意見）

掛川市中心市街地活性化基本計画(案)（以下「基本計画」）は、今後 5カ年間の掛川市

の中心市街地活性化に向けた基本計画として概ね妥当なものと考えます。ただし、意見

とりまとめの過程において出された、基本計画への期待と重視する事項を付帯意見とし

て次に記します。

（付帯意見）

①基本的方針に関するもの

本市の中心市街地が、合併後の新市の顔として、大東地区や大須賀地区等の南部地区

住民にとっても誇りとなり、次世代が自慢に思い、新掛川市の価値を高める役割を果た

す「中心」となることを目指す計画であるべきだと考えます。

②中心市街地の位置及び区域に関するもの

限られた財源で事業を展開し、５ヵ年という期間で活性化の効果を出していくには、

今の区域が概ね妥当だと考えます。将来的には、大東地区、大須賀地区との一体的なま

ちづくりや、富士山しずおか空港の開港を視野に入れ検討していく必要があります。

③中心市街地活性化の目標に関するもの

中心市街地活性化は、居住：「住むまち」と交流：「訪れるまち」の機能の向上が両輪

となって推進されるべきだと考えます。さらに、住むまちとしての魅力を高めることに

交流機能が貢献し、訪れるまちとしての魅力が住む人達との交流やふれあいによって高

められる。そのような２つの機能が良い方向で影響し、相乗的効果を発揮していくこと

が重要です。そのためには、居住と交流機能とが相互に魅力を高め合うことができる高

い質を保ちながら、有機的な連携を図ることが大切となります。

また当市は、報徳を今日に受け継ぐ地であり、これまでの各種事業も報徳精神があっ

たからこそ推進できたものと考えます。こうした地域文化を前面に据え、歴史、文化、

交通等恵まれた環境を最大限に活用しながら、掛川スタイルの魅力ある住まい方、質の

高いふれあいやもてなしによる交流等「まちの中身（ソフト）」の充実を行うことが求め

られます。そこで当協議会は、基本計画の重点目標として以下の通り提案します。

“城下の町、宿場の街、報徳のまち”
地域文化による都市機能、コミュニティの再生
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④事業に関する意見

駅前東街区の市街地再開発事業は、本基本計画における先導的事業と位置づけられま

す。その円滑な推進と実現が、中心市街地活性化にとって肝要であると考えます。また、

それ以上に重要なことは、その効果を周辺エリアに波及させていくことです。中心市街

地内の面的な回遊を促すための機能配置や魅力あるルートづくりが重要です。特に、旧

東海道の東西軸線の強化が大きな課題であり、拠点づくりや街並み整備の取り組みが求

められます。

掛川城をはじめとする歴史施設、図書館や二の丸美術館等の文化施設、ＪＲ東海道新

幹線掛川駅等の拠点は一定の集客力を有しています。これら拠点のにぎわいをいかに市

街地全体に広げていくかは、これまでも大きな課題でした。そのため、回遊性強化に関

わる事業は出来るだけ早期に着手すべき事業と考えます。

魅力ある居住、交流の基盤として、便利で元気な商業は不可欠です。しかし、商店街

をとりまく状況は極めて厳しく、組織は弱体化しています。中心市街地エリアの特性に

応じた、個性ある商業集積への転換を実現する道筋を見い出していかなければなりませ

ん。それは、大きな、そして難しい課題であり、個店や商店街だけでなく官民立場を超

えて知恵をしぼり、重点的に取り組んでいくべきだと考えます。

そこで、これらの課題を解消していくためにも、地元商業者と連携を図りながら掛川

市中心市街地活性化協議会等が主体となり実施する中心市街地活性化施策事業を以下の

通り提案をします。

NO 事業名／概要 実施機関 実施時期

１

個店の魅力アップ推進事業

中心市街地の逸品発掘・創出、統一ブランド化を

進める。H19 掛川経営学院にてスタート

掛川商工会議所

掛川商店連盟

19 年度～

２

憩いのスペース提供事業

中心市街地の空き地や空き店舗を活用し、市民が

休憩や交流ができる施設等の整備、運営

掛川市中心市街地

活性化協議会

掛川商店連盟

20 年度～

３

創業・街なか開業者促進事業

屋台のような簡易店舗スペースを設け、中心市街

地で物販や飲食・サービス業を試みる者に提供

掛川市中心市街地

活性化協議会

20 年度～

４

街なかストリート診断事業

中心市街地商店街の車歩道や植樹帯、アーケード

の利活用等についての専門家による分析と提案

掛川市中心市街地

活性化協議会

19 年度～
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⑤推進体制に対する意見、推進に際して留意すべき事項等

中心市街地は、掛川市民共通の財産となるべきだと考えます。そのまちづくりは、中

心市街地エリア内の人達だけで進めるべきではなく、また進められるものでもないと考

えます。多様な人が中心市街地をそれぞれの立場で使いこなし、楽しむことで中心市街

地を活性化させていく。そのような進め方が望まれます。そのためには、まちづくりに

多様な人が関与しやすい仕組みや環境づくりが重要です。当中心市街地活性化協議会も、

様々なまちづくり活動への支援や関係者間の連携強化に取り組んでいく考えでおります。

掛川市におきましても、今後もこうした活動及び協議会の運営に対する、効果的な支援

に積極的に取り組まれることを要望します。

⑥その他

中心市街地活性化は一朝一夕でできるものではありません。まちづくりは一歩一歩の

積み重ねが重要です。しかし、一方ではめまぐるしく変化する社会状況への適切な対応

が求められます。各活性化事業や進捗に関し、定期的に反省、評価を行い、計画の見直

しや改善を行いながら進める仕組みが必要です。そして、さらに重要なことは、やる気

のある意欲的なまちづくりに対してはきちんと評価し、関係者が相互に協力しあい、活

動の気運を高めあう関係とプロセスを構築することだと考えます。

最後に、中心市街地活性化基本計画の円滑な推進には、少子高齢化の進展、地球環境

問題の深刻化、都市間競争の激化を背景に、中心市街地活性化は掛川市全体の今後のま

ちづくりにとって非常に重要であることを、広く掛川市民に理解してもらうことが大切

です。そのための広報、周知に様々な機会、場面を捉えて積極的に取り組まれることを

要望します。

（７）協議会規約

掛川市中心市街地活性化協議会規約

（設置）

第１条 掛川商工会議所及びかけがわ街づくり株式会社は、中心市街地の活性化に関する法

律（平成 10 年法律第 92 号。以下「法」という。）第 15 条第１項の規定に基づき、共同

で中心市街地活性化協議会を設置する。

（名称）

第２条 前条に規定する中心市街地活性化協議会は、掛川市中心市街地活性化協議会（以下

「協議会」という。）と称する。

（目的）

第３条 協議会は、掛川市中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的

かつ一体的に推進するため、掛川市、民間事業者が作成する計画について協議し、推進

することによって、掛川市の発展及び秩序ある整備をはかり、市民生活及び経済の向上

に寄与することを目的とする。
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（活動）

第４条 協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。

(1) 掛川市が作成する中心市街地活性化基本計画（以下「基本計画」という。）、認定基本

計画及びその実施に関し必要な事項についての意見提出

(2) 民間事業者が国の認定、支援を受けようとする事業計画に関しての協議

(3) 中心市街地活性化のための勉強会、研修会の実施

(4) その他、中心市街地活性化に係る活動の企画の実施

（事務所）

第５条 協議会の事務所は、掛川商工会議所内に置く。

（構成員）

第６条 協議会は、次の者をもって構成する。

(1) 掛川商工会議所

(2) かけがわ街づくり株式会社

(3) 法第 15 条４項及び８項に規定する者

(4) 前各号に掲げる者のほか、協議会において特に必要があると認める者

２ 法第 15 条第４項に該当する者であって、協議会の構成員でない者は、自己を協議会の

構成員として加えるよう協議会の事務局を通じて申し出ることができる。この場合にお

いては、協議会は、法及び協議会の目的、活動から逸脱する等の適当な理由がある場合

を除き、当該申し出を拒むことができない。

３ 前項の申出により、協議会の構成員となった者は、法第 15 条第４項に規定する者でな

くなったとき、又は、協議会が認めたときは協議会を退会するものとする。

（委員）

第７条 協議会は、前条に該当する委員をもって組織する。ただし、企業・団体等にあって

は、その構成員の指名するものを委員とする。

２ 委員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。

３ 委員の任期中に変更が生じた場合、当該委員の属する構成員の後任者が引き継ぐものと

し、その任期は前任の残任期間とする。

（公表）

第８条 協議会の公表は、法の定めるところにより行う。

（役員及び職務）

第９条 協議会には、役員として会長１名、副会長２名、監事２名を置く。

２ 会長は、委員の中から互選し、会務を総理し、協議会を代表する。

３ 副会長及び監事は、会長が指名し、協議会の同意を得て選任する。

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を

代理する。

５ 監事は、協議会の事業並びに運営を監査する。また監事は、監査をおこなったときは、
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その結果を協議会に報告しなければならない。

６ 役員の任期及び任期中の変更については、第７条第２項及び第３項を準用する。

（ワーキンググループの設置）

第 10 条 協議会の活動について必要な協議又は調整を行うため、構成員に属する実務者等

で構成するワーキンググループを設置することができる。

２ ワーキンググループの組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

（会議）

第 11条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。

２ 会長は、委員の４分の１以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しな

ければならない。

３ 会長は、会議を招集するときは、会議の開催場所及び日時並びに会議に付すべき事項を

あらかじめ委員に通知しなければならない。

４ 会長は必要に応じて、協議会を円滑に運営するため役員会、事業別分科会を招集するこ

とができる。

（会議の運営）

第 12条 会議は、委員の２分の１以上の者が出席しなければ、開くことができない。

２ 各会議の議長は、原則会長とする。

３ 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

（協議会結果の尊重）

第 13 条 協議会の構成員は、会議において協議が整った事項について、その協議結果を尊

重しなければならない。

（事務局）

第 14条 協議会の事務を処理するため、事務局を置く。

２ 事務局の運営に必要な事項は、掛川商工会議所とかけがわ街づくり株式会社が共同して

処理する。

（会計）

第 15条 協議会の収入は、負担金、会費、補助金及びその他の収入による。

２ 負担金、会費は、必要に応じ別途定める。

３ 協議会の支出は、調査、通信費、事務費、会議費その他運営に要する経費とする。

４ 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月 31日までとする。

（解散の場合の措置）

第 16 条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は、解散をもって打ち切り、掛

川商工会議所がこれを決算する。

（補則）

第 17 条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮って

定める。
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附則

１ この規約は、平成 19年１月 15日から施行する。

２ 第７条第２項及び第９条第６項の定めにかかわらず、設立時の委員ならびに役員の任期

は、平成 20 年３月 31 日までとする。

３ 第 15 条第４項の定めにかかわらず、初年度の会計年度は、設立に要した費用の発生日

から平成 19 年３月 31 日までとする。

（８）その他

本計画の実効性を高めるため、市及び協議会設立後は協議会において市民意見交換

会が開催されました。

■地域住民との意見交換開催状況

年月日 対象 会場 内容 参加人数

平成 18 年９月５日
中心市街地の

各団体代表者
商工会議所

市街地活性化対策に

ついて
30 人

平成 18 年９月 19 日
中心市街地の

各団体代表者
商工会議所

個別ヒアリング事前

説明会
14 団体

平成 18 年 10 月２日
中心市街地の

各団体代表者

街なか再生

サロン

個別ヒアリング
14 団体

平成 18 年 12 月 26 日 市内全域 商工会議所

活性化基本計画の概

要と活性化協議会に

ついて

50 人

平成 19 年６月 19 日

中心市街地活

性化基本計画

区域内の住民

及び事業者

商工会議所
中心市街地活性化基

本計画の概要説明
40 人

平成 19 年６月 28 日

中心市街地活

性化基本計画

区域内の住民

及び事業者

商工会議所
中心市街地活性化基

本計画の概要説明
48 人

平成 19 年９月

19 日～27日

（全６回）

市内全域 市内各所

市内準工業地域すべ

てにおいて大規模集

客施設の建設の制限

についての説明

135 人


